
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県地域防災計画（原子力災害対策編） 

 新旧対照表 
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原子力災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-2 

第1節 防災知識普及計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 防災知識の普及 

 

1～2 ［略］ 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ ［略］ 

○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を置

いて実施する。 

ア ［略］ 

イ 避難指示（緊急）、屋内退避等 の意味及び内

容 

ウ～ク ［略］ 

第1節 防災知識普及計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 防災知識の普及 

 

1～2 ［略］ 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ ［略］ 

○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を置

いて実施する。 

ア ［略］ 

イ 避難のための立ち退き又は屋内への退避の

勧告又は指示 の意味及び内容 

ウ～ク ［略］ 

修正 

理由 

○ 原子力災害対策特別措置法との整合を図るもの 
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原子力災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

4-2-7 第5節 避難対策計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 避難計画の作成 

 

1 市町村の避難計画 

○ ［略］ 

○ 避難計画は、国より原災法第15条第3項の規

定による避難のための立退き又は屋内への退

避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊

急事態応急対策に関する事項の指示があった

場合を想定し、避難指示（緊急）等 の住民へ

の伝達方法、避難誘導方法、屋内退避方法その

他必要な事項を定める。 

【避難計画の内容：本編・第2章・第5節・第2・1 

参照】 

第5節 避難対策計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 避難計画の作成 

 

1 市町村の避難計画 

○ ［略］ 

○ 避難計画は、国より原災法第15条第3項の規

定による避難のための立退き又は屋内への退

避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊

急事態応急対策に関する事項の指示があった

場合を想定し、避難のための立ち退き又は屋内

への退避の勧告又は指示 の住民への伝達方法、

避難誘導方法、屋内退避方法その他必要な事項

を定める。 

【避難計画の内容：本編・第2章・第5節・第2・1 

参照】 

修正 

理由 

○ 原子力災害対策特別措置法との整合を図るもの 
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原子力災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-15 

第４節 住民等への情報提供・広報広聴計画 

 

第3 広聴広報 

 

1 実施機関（責任者） 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地 方整

備局 

（岩手 河川

国道事務所） 

（三陸 国道

事務所） 

 

 

（北上 川ダ

ム統合 管理

事務所） 

［略］ 

［略］ ［略］ 
 

第４節 住民等への情報提供・広報広聴計画 

 

第3 広聴広報 

 

1 実施機関（責任者） 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地方整備

局 

（岩手河川国

道事務所） 

（三陸国道事

務所） 

（南三陸国道事

務所） 

（北上川ダム

統合管理事務

所） 

［略］ 

［略］ ［略］ 
 

4-3-17 〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支部

班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

政策地

域部 

［略］ ［略］ ［略］ 

環境生

活部 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

教育部 教育企画室 ［略］ ［略］ 

学校教育室 ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

 

 

 

2 ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支部

班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

政策地

域部 

［略］ ［略］ 所管業務

に係る広

報資料の

収集、作

成整理 

文化ス

ポーツ

部 

文化スポー

ツ企画室 

 

環境生

活部 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

教育部 教育企画室 ［略］ ［略］ 

学校調整課 ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

2 ［略］ 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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原子力災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

4-3-20 

 

第5節 緊急時モニタリング計画 

 

第2 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 農林水産物等のモニタリング 

［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支部

班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

教育部 スポーツ健

康課 

［略］ ［略］ 

 

第5節 緊急時モニタリング計画 

 

第2 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 農林水産物等のモニタリング 

［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支部

班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

教育部 保健体育課 

 

［略］ ［略］ 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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原子力災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

4-3-24 第6節 避難・影響回避計画 

 

第1～第2 ［略］ 

 

第3 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 避難のための立退き又は屋内への退避の勧告

又は指示等 

（1）避難のための立退き又は屋内への退避の勧

告又は指示及び報告 

○ 実施責任者は、内閣総理大臣指示があった場

合には、その指示に基づき、避難のための立退

き又は屋内への退避の勧告又は指示を行う。こ

の場合において、市町村本部長は、速やかにそ

の旨を県本部長及び原子力災害対策本部長に

報告する。 

 

 

第6節 避難・影響回避計画 

 

第1～第2 ［略］ 

 

第3 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 避難のための立退き又は屋内への退避の勧告

又は指示等 

（1）避難のための立退き又は屋内への退避の勧

告又は指示及び報告 

○ 実施責任者は、内閣総理大臣指示があった場

合には、その指示に基づき、避難のための立退

き又は屋内への退避の勧告又は指示を行う。こ

の場合において、市町村本部長は、速やかにそ

の旨を県本部長及び原子力災害対策本部長に

報告する。 

○ 県本部長及び市町村本部長は、国が原子力災

害の観点から屋内退避指示を出している際に、

自然災害を原因とする緊急の避難等が必要に

なった場合、当該地域の住民に対し、独自の判

断で避難指示（緊急）を行うことができる。そ

の際には、県本部長及び市町村本部長は、国と

緊密な連携を行うものとする。 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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